
31年度　公文書開示（9月決定分）

月
整
理
番
号

請　求
年月日

決　定
年月日

公文書の件名
総
枚
数

開
示

一
部
開
示

非
開
示

不
存
在

存
否
応
答
拒
否

却
下
1
号
2
号
3
号
4
号
5
号
6
号
7
号
8
号
9
号

非開示理由等 所管局部課等

1 R1.8.26 R1.9.4 都立高校のNHK放送受信契約書。都立高校のテレビの台数がわかる文書 1 1 1

契約の相手方の社員名及び電子メールアドレス
が個人に関する情報で特定の個人を識別するこ
とができるものであるため。また、職員個人の
電子メールアドレスを公にすることにより業務
に関連の無いメールが送信される等、事務事業
の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
東京都情報公開条例第７条第２号及び６号に該
当

教育庁総務部総務
課

2 R1.8.26 R1.9.4 都内の私立小学校のNHK放送受信契約書。都内の私立小学校のテレビの台数がわかる文書 - 1

東京都教育委員会が所管しているのは都立学校
のみであることから、都内の私立小学校の放送
受信契約書については、作成及び取得しておら
ず存在しないため

教育庁総務部総務
課

3 R1.7.11 R1.9.6 当該授業の取材記録 1 1 1 1

東京都情報公開条例第７条第２号に該当
取材者（社名、所属部署名、担当者氏名及び電
話番号）については、個人に関する情報で特定
の個人を識別することができるもの又は特定の
個人を識別することはできないが、公にするこ
とによりなお個人の権利利益を害するおそれが
あるものであるため
東京都情報公開条例第７条第３号に該当
取材者（社名、所属部署名、担当者氏名、電話
番号）及び取材内容については、公にすること
により、各報道機関がどのような取材を行って
いるか明らかとなり、当該法人の競争上又は事
業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれ
ると認められるため

東京都立高島高等
学校

4 R1.8.6 R1.9.6 契約台帳 8 1 1

予定価格、差し引き金額及び落札率
予定価格非公表案件においては、公にすること
により、都立学校の類似案件に影響を及ぼし、
契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが
あるため
東京都情報公開条例第７条第６号に該当

教育庁総務部契約
管財課

5 R1.7.25 R1.9.11 職員会議の会議録 2 1
東京都立高島高等
学校

6 R1.7.25 R1.9.11 企画調整会議の会議録 2 1 1

企画調整会議の会議録の生徒に関する情報につ
いては、個人に関する情報で特定の個人を識別
することができるもの(他の情報と照合するこ
とにより、特定の個人を識別することができる
こととなるものを含む。) と認められるため
東京都情報公開条例第７条２号に該当

東京都立高島高等
学校

（根拠規定）条例７条決定区分
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7 R1.7.25 R1.9.11

（１）学校側とＰＯＴＥＴＯの作った生徒への配布資料、生徒に見せたスライド、●●教諭の指導案、アンケートなどで生徒
の感想等をまとめたもの、学年会・地歴公民科の教科会・教務部会で当該授業に触れた会議録
（２）取材のコンプライアンスに係る文書
（３）当該授業の取材記録
（４）領収書

1 1 1

ＰＯＴＥＴＯの作った生徒への配布資料及びＰ
ＯＴＥＴＯの作った生徒に見せたスライドにつ
いては、公にすることにより当該ＮＰＯ法人が
どのような授業を行っているか明らかとなり、
当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他
社会的な地位が損なわれると認められるため
東京都情報公開条例第７条３号に該当
学校側の作った生徒への配布資料については、
作成していないため不存在
●●教諭の指導案については、作成していない
ため不存在
アンケートなどで生徒の感想等をまとめたもの
については、アンケートそのものを実施してい
ないため不存在
学年会・地歴公民科の教科会・教務部会で当該
授業に触れた会議録については、学年会等で話
題にしたことはないため不存在
取材のコンプライアンスに係る文書について
は、文書を取り交わすことはしていないため不
存在
当該授業の取材記録については、取材がないた
め不存在
領収書については、金銭の授受がないため不存
在

東京都立高島高等
学校

8 R1.8.19 R1.9.11

都立上水高等学校ほか２校（３１）環境整備工事
・金入りの積算内訳書（工事費総括書、工事総括書・種別内訳書・見積参考資料・代価明細表・施工パッケージ明細表・諸経
費計算書）
・特記仕様書・図面・質問回答書

320 1
教育庁都立学校教
育部営繕課

9 R1.8.19 R1.9.11

都立田園調布特別支援学校（３１）校庭改修工事
・金入りの積算内訳書（工事費総括書、工事総括書・種別内訳書・見積参考資料・代価明細表・施工パッケージ明細表・諸経
費計算書）
・特記仕様書・図面・質問回答書

140 1
教育庁都立学校教
育部営繕課

10 R1.8.30 R1.9.11 東京都教育庁総務部総務課保有個人情報安全管理基準 6 1
教育庁総務部総務
課

11 R1.9.3 R1.9.13
都立足立工業高等学校（３１）空調設備改修工事
上記の代価表、経費計算書、見積比較表、積算価格内訳書・別紙明細書　一式

63 1
教育庁都立学校教
育部営繕課

12 R1.7.24 R1.9.17
東京都公立小中学校事務共同実施支援事業補助金に係る実績報告書（墨田区、江東区、立川区、小金井市、東村山市、国分寺
市、狛江市、清瀬市、武蔵村山市、多摩市）

479 1 1 1 1

業者の印影及び他区市職員の印影については、
公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼ
すおそれがあるため
東京都情報公開条例第７条４号に該当
業者の社員名については、個人に関する情報で
特定の個人を識別することができるものである
ため
東京都情報公開条例第７条２号に該当
学校の施設や教室の配置等、建物内部の詳細な
状況がわかる図面については、犯罪の予防その
他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすお
それがあるため
東京都情報公開条例第７条４号に該当
法人の口座情報については、公にすることによ
り、競争上の地位又は事業運営上の地位が損な
われると認めらるため
東京都情報公開条例第７条３号に該当

教育庁総務部総務
課

13 R1.9.4 R1.9.18
東京学校支援機構の事業計画書の４事業計画（３）学校施設管理業務センターと記してあるが、ホームページの３新財団の設
立のページのその機能と効果の学校の事務センター機能の「共同処理が可能な学校事務を集約実施」とあるが事業計画に書か
れていないのは３２年度の事業計画に記されるのかが判る文書

- 1
令和２年度の事業計画書の記載内容が判る書類
は存在しておらず、請求に係る公文書は作成及
び取得しておらず、存在しないため

教育庁総務部教育
政策課
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14 R1.9.4 R1.9.18 オール都庁で行われている「総務事務改革」に３３年度に都立学校教育部が合流し、義務制のその後に続くことが判る文書 - 1

知事部局にて検討している「総務事務改革」に
おいて、令和３年度に都立学校が、その後小・
中学校が対象なるということは予定されておら
ず、請求に公文書は作成及び取得していないこ
とから、存在しないため

教育庁総務部教育
政策課

15 R1.9.4 R1.9.18
新財団の事業計画に学校事務センター機能が消えているが、オール都庁で行われている「総務事務改革」に３３年度に都立学
校教育部が合流し、義務制もその後に続くのか。
また、学校経営支援センターの廃止検討は、これに関係しているのかが判る文書。

- 1

学校経営支援センターの廃止検討は、知事部局
にて検討している「総務事務改革」と関係して
おらず、請求に係る公文書は作成及び取得して
いないことから、存在しないため

教育庁都立学校教
育部高等学校教育
課

16 R1.9.5 R1.9.18

平成30年6月27日付事務連絡「生活保護基準の見直しに伴う就学援助制度に生じる影響について（通知）」
平成30年9月10日付事務連絡「生活保護基準の見直しに伴う教育扶助及び生業扶助の学習支援費の取扱いの変更について（通
知）」
平成30年9月12日付30教地義第828号「平成30年10月の生活保護基準見直しによる準要保護への影響及び対応に関する調査につ
いて（依頼）」

138 1
教育庁地域教育支
援部義務教育課

17 R1.9.11 R1.9.18
(1) 都立足立工業高等学校（３１）空調設備改修工事
(2) 都立葛西南高等学校（３１）空調設備改修工事
上記(1)及び(2)の金額入り工事積算内訳書、別紙明細、代価表、共通費算定表、見積比較表

95 1
教育庁都立学校教
育部営繕課

18 R1.9.10 R1.9.20
「デジタルしごと改革の取組について」令和元年9月2日戦略政策情報推進本部の文書の６ＰにＲＰＡの活用、ＲＰＡの選考導
入2019年度20局等に教育庁が入っているが、何の仕事にＲＰＡを適用しようとしてるのかが分かる文書

- 1

2019年度の教育庁におけるＲＰＡ活用について
は、導入に向けた初期の検討段階であり、ＲＰ
Ａを適用しようとしている具体的な業務につい
ては何も決まっていないため

教育庁総務部総務
課

19 R1.9.10 R1.9.20 平成30年度「児童・生徒の学力向上を図るための調査」区市別平均正答率 100 1
教育庁指導部管理
課

20 R1.9.10 R1.9.20

東京都で実施している「児童・生徒の学力向上を図るための調査」について、平成30年度においての各地区における「習得目
標値未満の児童の割合」[到達目標値達成の児童の割合」の数値データ。なお小学校国語、小学校社会、小学校算数、小学校
理科、中学校国語、中学校社会、中学校数学、中学校理科、中学校英語のそれぞれのデータであり以下のリンク先に記載の赤
線、青線にかかわるデータを指す
http://www.kyoiku.metro,tokyo,jp/press/press_release/2018/files/release20181025_01/08.pdf

- 1

各地区における「習得目標値未満の児童の割
合」[到達目標値達成の児童の割合」の数値
データについては、作成及ぼい取得しておら
ず、存在しないため

教育庁指導部管理
課

21 R1.9.19 R1.9.24
（１）即位礼正殿の儀、祝賀御列の儀に伴う協力について（区市町村教委宛て）
（２）即位礼正殿の儀、祝賀御列の儀に伴う協力について（都立学校宛て）

22 1
教育庁総務部総務
課

22 R1.9.17 R1.9.25
平成31年3月28日付けの中学校等別評定割合（個表）-都内公立中学校第3学年及び義務教育学校第9学年の平成30年12月31日現
在の評定（調査書記載の評定）状況-調査対象624校（中等教育学校、義務教育学校を含む）のうち調査対象人員が40人以下の
学校等を除いた574校

14 1
教育庁都立学校教
育部高等学校教育
課

23 R1.9.13 R1.9.27
文部科学省が実施する「公立小中学校の空調（冷房）設備設置状況」の各区市町村の状況。
1998年（平成10年）、2001年（平成13年）、2004年（平成16年）、2007年（平成19年）、2010年（平成22年）、2014年（平成
26年）、2017年（平成29年）の各年の各区市町村の、普通教室・特別教室の保有室数、設置室数。

- 1
御依頼の文部科学省の調査回答については保存
年限を過ぎており、集約書類も含め文書を廃棄
済みのため

教育庁地域教育支
援部義務教育課

24 R1.9.17 R1.9.27
平成31年3月28日付けの中学校等別評定割合（個表）-都内公立中学校第3学年及び義務教育学校第9学年の平成30年12月31日現
在の評定（調査書記載の評定）状況-調査対象624校（中等教育学校、義務教育学校を含む）のうち調査対象人員が40人以下の
学校等を除いた574校

14 1
教育庁都立学校教
育部高等学校教育
課


